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県民生活・土木交通常任委員会 

 

◎ 開催日時  平成 28 年 12 月 15 日（木） 10 時 00 分～12 時 36 分 

 

◎ 開催場所  第二委員会室 

 

◎ 説 明 員  県民生活部長および関係職員 

 

◎ 議事の概要 

 

【県民生活部所管分】 

１ 付託案件 

（１）議第 166 号  平成 28 年度滋賀県一般会計補正予算（第５号）のうち県民生活部所管 

部分について  

   ［結果］  賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（２）請願第 17 号  2024 年の「滋賀国体」のあり方と無駄遣いの見直しを求めることに 

ついて 

   ［結果］  賛成少数で不採択とすべきものと決した。 

 

２ 所管事項調査 

（１）「滋賀県国土利用計画（第五次）」原案に対して提出された意見・情報とそれらに

対する滋賀県の考え方および「滋賀県国土利用計画（第五次）」（案）について 

 

（２）新生美術館整備推進専門家会議について 

委員からは、開館まで約２年後のこの時期になってもいまだに館長も決まって 

おらず、推進体制も不明確であり、どんな美術館をつくるかというのがはっきり

見えてこないので、本当にうまくいくのか危惧している、県民の税金を使う大き

な事業であるのだから、しっかりと取り組みいただきたい、などの意見が出された。 

 

（３）新県立体育館を核としたスポーツ・健康づくり拠点施設に向けた検討状況等につい

て   

委員からは、びわこ文化都市公園における整備に当たっては、アクセス面の改 

善が重要であると思うので、それについては慎重な取り組みをお願いしたい、な

どの意見が出された。 

 

（４）プール整備にかかる検討状況について 

委員からは、これから全市町に対して、県の支援を受けた市町立プールの整備 

の意向について照会されるとのことだが、複数の市町から整備の意向が出てきた

際の対応基準と県の費用負担に関する考え方を示す必要があるのではないか、先

に大津市と個別に協議している一方で、各市町に意向の照会をするとのことだが、本
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来は、まず全ての市町に一斉に同じタイミングで照会して、それから意向があった市

町と個別の協議をするという手順が筋であると思うので、この進め方には問題がある

のではないか、などの意見が出された。 

 

（５）2020 東京オリンピック・パラリンピックに向けたホストタウン登録について 

 

３ 一般所管事項調査 

 

４  意見書（案） 

「家庭用ヒートポンプ給湯器による低周波音被害対策について更なる取組を求める意

見書（案）」については、県民生活・土木交通常任委員会として提出することに決定し

た。 

 

５ 委員長報告 

   委員長に一任された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員会で配付された資料  

１ 「滋賀県国土利用計画（第五次）」原案に対して提出された意見・情報とそれらに 

対する滋賀県の考え方および「滋賀県国土利用計画（第五次）」（案）について 

２ 滋賀県国土利用計画（第五次）原案の概要  

３ 滋賀県国土利用計画－第五次－（案） 

４ 新生美術館整備推進専門家会議について 

５ 新県立体育館を核としたスポーツ・健康づくり拠点施設に向けた検討状況等につい 

て 

６ 新県立体育館を核としたスポーツ・健康づくり拠点に向けた「施設整備検討懇話 

会」の総括取りまとめ 

７ プール整備にかかる検討状況について 

８ 2020東京オリンピック・パラリンピックに向けたホストタウン登録について(報告) 

 


